
３．学校施設の現状・課題
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公立小中学校の耐震化の状況

○ 耐震化率：９９．９％（前年度 ９９．９％）

○ 耐震性がない建物
（耐震診断未実施の建物を含む）：９３棟

（前年度 １３５棟）

吊り天井等の落下防止対策
○ 吊り天井等の落下防止対策実施率：９９．７％（前年度 ９９．６％）

（出典）令和７年度公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査

○ 各自治体の耐震化の状況

構造体の耐震化

令和６年度 令和７年度

耐震化率100%
達成

１,７４８ 自治体
（９８．０％）

１,７５８ 自治体
（９８．４％）

耐震化未完了
３６自治体
（２．０％）

２８自治体
（１．６％）

（１１１，７０６棟/１１１，７９９棟）

○ 対策が未実施の吊り天井等を有する屋内運動場等：８５棟 （全棟数３１,１５２棟の０．３％）

○ 耐震点検実施率：９８．７％ （26,771校／27,115校） （前年度９７．４％）

○ 耐震対策実施率：７１．０％  （19,261校／27,115校) （前年度６８．０％）

吊り天井等以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策

※非木造の数値
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○ 耐震化の進捗状況



学校施設の長寿命化計画（個別施設計画）の策定について

インフラ長寿命化基本計画
（H25.11インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)

公共施設等総合管理計画（インフラ長寿命化計画（行動計画））
策定主体：インフラを管理・所管する者 ⇒ 文部科学省、地方公共団体
対象施設：計画的な点検・診断・修繕・更新等の取組を実施する必要性が認められる全ての施設 ⇒公立学校施設も対象
記載事項：対象施設の現状と課題、維持管理・更新コストの見通し、必要施策に係る取組の方向性、フォローアップ計画 等

基本計画に
基づき策定

行動計画に
基づき策定

個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）
策定主体：各教育委員会
記載事項：対策の優先順位、個別施設の状態、対策内容と実施時期、対策費用 等

点検・診断 修繕・更新

計画の取組
を推進

施設の状況
を反映

個別施設計画を核にしたメンテナンスサイクルの構築

 個別施設計画は、厳しい財政状況の中で、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの
縮減や予算の平準化を図りながら、施設の機能維持や安全性を確保するための計画。（中長期
にわたる整備の内容や時期、費用等を具体的に記載。）

⇒各施設のメンテナンスサイクルの核となるもの
 現時点で、ほぼ全ての地方公共団体が公立学校施設の個別施設計画を策定済み。
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・限られた財源の中、教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備を進めるため、域内の公共施設全体で検討し、適切な
対応を図っていくことが重要。
・部局横断的な検討体制を構築し、最新の教育動向や地域の実態に応じて、個別施設計画の充実・見直しを図り、計画
的・効率的な施設整備を進めていくことで、教育環境の向上と同時に将来コストの最適化を実現。
（例） ■良好な教育環境の確保、地域コミュニティ拠点形成等の観点から、施設機能の高機能化・多機能化や避難所としての防災機能強化

 ■地域の実態に応じて、他の公共施設との複合化・共有化、小中一貫教育の導入や学校の適正規模・適正配置など

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（中教審答申）（令和3年1月26日）

８．人口動態等を踏まえた学校運営や学校施設の在り方について
（3） 地域の実態に応じた公的ストックの最適化の観点からの施設整備の促進
●児童生徒の多様なニーズに応じた施設機能の高機能化・多機能化、防災機能強化
●地域の実態に応じ、小中一貫教育の導入や学校施設の適正規模・適正配置の推進、長寿命化改良、他の公共施設との複合化・共用化など、

個別施設計画に基づく計画的・効率的な施設整備

首長部局

各施設所管課
公共施設マネジメント所管部局

複合化・集約化

都市計画課

都市計画・立地適正化

財政課
財政

教育委員会

教育総務課
ICT機器活用等

教育総務課
施設管理

学校施設担当
面積基準

学校施設担当
個別施設計画

学校長等
空き教室対応

学務課
教育総務課

適正規模・適正配置
学務課
将来推計

部局横断的な検討体制の構築による施設整備・管理について

脱炭素・防災・
バリアフリー等
環境・防災・
福祉部局等
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＜参考＞学校施設の長寿命化計画(個別施設計画)の充実・見直しに係る取組事例集(R7.3)、学校施設等の整備・管理に係る部局横断的な実行計画
の解説書(R4.3)、学校施設の個別施設計画(ネクストステージ)事例集(R3.3)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1334433.htm 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1334433.htm


• 公立小・中学校の普通教室の平均面積は64㎡となっている。

• 国庫補助基準面積では74㎡（昭和48年以降）とされているが、これは学校の補助基準面積を積算する際の一要素であり、
教室の大きさを一律に決めているわけではなく、実態に合わせて各設置者が整備している。

教室の規模

公立小中学校の普通教室平均面積

55㎡未満

12.1%
55㎡以上60㎡未満

15.1%

60㎡以上65㎡未満

42.1%

65㎡以上70㎡未満

21.6%

70㎡以上75㎡未満

5.3%

75㎡以上

3.8%

出典：文部科学省「公立学校施設の実態調査」（令和５年度）に基づき算出 54



多目的スペースの整備

■糸魚川市立糸魚川小学校 ひすいの里総合学校（新潟県糸魚川市）

▲普通教室はロッカースペースをはさんで
オープンスタイル

▲教室前の広々とした多目的スペース。学
年ごとの集会も可能

■近江八幡市立桐原小学校（滋賀県近江八幡市）

▲広々とした廊下は、場面によって扉を開
閉して柔軟に利用

多目的スペースを有する公立小中学校は全体の約３割（8,078校／28,201校）
※公立学校施設の実態調査（令和5年度）に基づき算出

◇多目的スペースとは…
「一斉指導による学習以外に、ティームティーチング（複数教員による協力的指導）による学習、個別学習、少人数指導による学習、グループ学習、複数学年による学習等の活動及び児童の学習の成
果の発表などに対応するための多目的な空間」（小学校施設整備指針より）

期待される効果 考慮すべき点
・教室が開放的で使い方の自由度が高まる
・多様な学習形態に対応した柔軟な運営ができる
・複数のクラス・学級合同の授業など教員の協働的な取組がで
きる

・心理的な安心感が持てる など

・音環境の確保（授業時の周りの音が気になる・落ち着かないなどの集中力へ
の影響、音を出す活動がしにくい、音に敏感な児童生徒への配慮）

・温熱環境の確保（暑さ対策、暖房対策）
・教職員の意識（他学級への音や視線への配慮・気遣い、自学級の領域確保の
ニーズ） など

余裕教室等の空きスペースを再配置し、構造耐力上不要な壁等を撤去することで、オープンな空間を設けることが可能。
この際、音環境や温熱環境も考慮し、総合的に判断していくことが重要。
なお、音環境等への対策としては、可動間仕切りの整備や天井への吸音材の整備、家具の配置などが考えられる。

これからの小・中学校施設の在り方について ～児童・生徒の成長を支える場にふさわしい環境づくりを目指して～ （平成31年3月）より

教室に隣接し連続するオープンな空間とする場合、
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学校用家具（教室用机）の整備について

現状・課題

新JIS規格の教室用机の整備促進
○ １人１台情報端末の常時活用に適した新JIS規格の教室用机の計画的な整備とともに、適切な身体的距離を保ちつつ多様

な学習形態に柔軟に対応できる教室環境の整備を図ることが重要。
○ 学校における教室用机の整備に要する経費について、「GIGAスクール構想」による1人1台端末に対応したより大きなサイズの教

室用机（新JISサイズ）を計画的に整備していくために必要な経費を、令和３年度から地方交付税措置。

○ 教室用机の寸法はJIS規格で規定。旧JIS(幅600㎜×奥行400㎜)と，その1.2倍の広さの新JIS(幅650㎜×奥行450㎜)
が普及。

○ 1人1台情報端末に対応した環境整備の観点から，ICT端末や教科書等を常時活用できる新JIS規格の教室用机等の整備
が課題。

旧JIS
幅 600㎜ 奥行 400㎜

旧JIS規格の教室用机では、教科書、ノート、筆記用具等だけで机上がふ
さがるため、ICT端末を利用する際はその他の教材を重ねて置いたり棚にしま
う等の工夫が必要となり、同時に教科書等の教材を活用することができない。

新JIS
幅 600,650,700,750㎜ 奥行 450,500㎜

ノートPCを活用するため、新JIS規格の教室用机を採用しており、教科書
等の教材・教具を同時に活用できている。一方，通路幅が狭くなり，机間巡
視がしにくい，などの課題も見受けられることに留意が必要。

※新JISでは上記のうち幅650㎜×奥行450㎜が最も普及
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公立学校施設におけるトイレ環境の整備

公立学校施設のトイレ※1の状況

※1 多目的トイレ（多目的トイレ・障害者トイレ・だれでもトイレ等）を含む、男子トイレの小便器は対象外。
※2 義務教育学校及び中等教育学校の前期課程を含む。
※3 幼保連携型認定こども園を含む。

※4

公立小中学校の洋便器率の推移

（出典）公立学校施設のトイレ状況調査（令和５年９月１日時点)

トイレの洋式化・乾式化により、細菌やウイルスの
飛散を防止し、衛生環境の改善につながる。

乾式、洋式化したトイレ湿式、和式のトイレ

洋便器
数（基）

和便器
数（基）

合計
（基）

洋便
器率

R２年調
査（上昇
率）

小中学校
※2 905,447 420,891 1,326,338 68.3％

57.0％
（+11.3％）

幼稚園※3 30,871 6,766 37,637 82.0％
75.8％

（+6.2％）

特別支援
学校

43,990 5,750 49,740 88.4％
79.4％

（+9.0％）

合計 980,308 433,407 1,413,715 69.3％
58.3％

（+11.0％）
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学校施設における木材利用

○木材利用の意義と効果

◆教育的効果の向上
‣木材による快適な

学習環境や木材を通した
学習機会の形成

◆地球環境への配慮
‣材料製造時の炭素放出量が

少ない省エネ材料のため温暖化抑制に寄与

◆地域の風土、文化への調和
‣地域材や地場職人の活用による

地域経済や地場産業の振興

○木材利用の課題

◆ 「木」に対する知識・理解の不足、木材利用経験の不足
◆ 木材の供給および調達
◆ 木材流通量による地域ごとの市場価格の違い

‣木材を利用して整備した６割超の学校施設の取組事例を周知
‣木材利用を推進するため、補助単価の加算を実施

≪対策≫

林野庁業務資料（提供：林野庁）

◎教育的効果の向上

・柔らかで温かみのある
感触や優れた調湿効果
による、豊かで快適な
学習環境を形成

・森林の保全、地域の産
業や地球環境問題など
について学習する教材
としての活用

◎地域の風土や
文化への調和

・学校づくりを通じた、
地域とのコミュニティ
形成や木の文化の継承
の機会の提供

◎地場産業の活性化
・地域材や地場の職人の
技術の活用による、地
域経済の活性化や地場
産業の振興

◎地球環境への配慮

・鉄やアルミニウム等に比べて、材料製造時に要す
る

エネルギー量が少ない
・炭素を貯蔵するため温暖化抑制に寄与
・森林の有する公益的機能・多面的機能の維持、向

上

児童の製材所の視察
（提供：田辺市教育委員会）

真庭市立北房小学校 普通教室
CLT部分利用（構造材）

◇多賀町立多賀中学校
滋賀県犬上郡多賀町多賀210

建物区分
‣園舎
構造規模
‣木造

(１階建て)
延床面積
‣1,380㎡
木材使用量
‣478㎥

◇会津坂下町立坂下東幼稚園
       福島県河沼郡会津坂下町字上口705

出典：全国に広がる木の学校～木材利用の事例集～（平成26年7月 文部科学省）より

・脱炭素社会の実現に資するため、令和４年度より学校施設の内装木
質化を標準化
・地域材を活用して木造施設を整備する場合、補助単価を5.0％加算
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参考

「内装木質化した建物事例と
その効果」令和6年度版（林野庁）
学校やオフィス等における木材に
よる心身等への効果を紹介

建物区分
‣校舎
構造規模
‣木造・RC造

(１階建て)
延床面積
‣498㎡
木材使用量
‣330㎥



学校施設における木材利用（公立学校施設における木材利用進捗状況）

１．新しく建築された木造施設の整備状況及び
非木造施設の内装木質化の状況

※ 木材の利用状況調査より
※ 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校の計

（単位：棟）

２．新しく建築された学校と木材を使用して
改修された学校の木材使用量

※ 木材の利用状況調査より
※ 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校の計
※ 数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致

しない場合がある

令和６年度に新しく建築された全ての学校
施設515棟のうち、408棟（72.9％）が木
材を使用。

令和６年度に整備された学校施設では、
36,681㎥の木材を使用。うち、12,894㎥
（35.2％）が木造施設で、 23,787㎥
（64.8％）が非木造施設の内装木質化等
において使用された。

参考 全木造施設数
 全学校施設数 ： ３５９,０３３棟
 うち木造施設数：  ３０,０３３棟（８.４％）

※公立学校施設実態調査より（令和６年５月１日時点）
※公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の計
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新しく建築された学校施設

木 造 90棟 17.5％ －①

非 木 造 425棟 82.5％ －②

うち内装木質化 318棟 61.7％ －③

木材を使用 408棟 79.2％ ①+③

全 事 業 515棟 100.0％

木材使用量 うち国産材使用量

木 造 12,894㎥ 10,448㎥ 81.0％

非 木 造 23,787㎥ 12,356㎥ 51.9％

合 計 36,681㎥ 22,804㎥ 62.2％



学校施設の複合化等（複合化の実施状況）

※1 公立小中学校（分校を含

む。）、義務教育学校、中等

教育学校（前期課程）にお

いて、他の文教施設、社会

福祉施 設、その他の施設と

複合化し、供用開始してい

る事業（集約化、廃止され

た事業は含まない。）の件数

※2 社会体育施設に限る

※3 学校用の備蓄倉庫は対象外

公立学校施設と複合化した公共施設等の種類別件数（延べ数）※１ （令和４年９月１日時点文部科学省調べ）
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学校施設の複合化等（集約化・共用化等）

茨城県 下妻市（プールの共用化事例）

○下妻市の小中学校プールの多くが昭和40年代に建設され、築後50年を迎える。
○校舎や屋内運動場の耐震化を最重要課題として、耐震補強・改築に加え、大規模改修を
進めてきたが、プール施設については、大規模改修工事は未実施であり、予算的にも予防
保全を行うことは難しく、不具合が起こる度に修繕を行うサイクルになっていた。

○プール施設の老朽化が激しい要因としては、全て屋外プールであるため、風雨や紫外線
にさらされ、防水塗装やプールサイドのタイル等が劣化していた。

○プールの使用期間（例年６月上旬から夏休み前までの７週間程度）における各校プールの
稼働率※についても低い状況であった。

※ 稼働率
夏季（6月～7月3週目までの7週間）の授業210時間（１日6時間×平日５日×７週）に対し、2学級で同時授業を行うこととした場合の12時間水泳授業を実施

する必要時間（学級数÷2学級×12時間）の割合。 例：（20学級÷2学級（同時授業）×12時間）/ 210時間 = 57%

プール施設のあり方に
ついての検討が必要！

集約化

〔集約前〕

〔集約後〕共同利用の組合せ
★共用化に向けた学校の組合せ

＜必要とされるプール数を考慮して集約化＞
・稼働率を用いて学校の利用状況を可視化、稼働率を基にプールを保持する

学校（基幹校）と他校のプ―ルを利用する学校（利用校）をそれぞれ決定。
・11校で保有していたプールについて、今後の必要数を５か所と方針決定。
・自校プールを廃止して基幹校のプールを利用する学校（利用校）については、

基本的に地理的に基幹校に近い学校を選定。

★学校所在地からプールを保有・維持する学校 を選定

集約化により30年間で約4.56億円の費用削減！

利用校から
基幹校へは
バスを利用

62出典：学校施設の集約化・共同利用に関する取組事例集（令和2年3月 文部科学省）より
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文教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業

文部科学省

地方公共団体等

官民連携の
導入検討

＜ 実施体制イメージ ＞

委託 成果

検討支援 相談

・・・

コンサルタント

コンセッション方式も含めた官民連携手法の実現可能性の検証等
［勉強会の開催］［伴走支援：６件程度］

地方公共団体等

官民連携の
導入検討

地方公共団体等

官民連携の
導入検討

• コンセッション事業を含めた官民連携手法による文教施設の整備・運営に関心を有する地方公共団体等に対し、
導入検討に必要な専門知識の提供や助言を行うための勉強会を開催する。

• 特に、文教施設を中心とする複合施設やコンセッション導入事例の少ない施設種に係る検討など、先導性を有す
る案件を対象に、専門家を現地に派遣し、現況調査・分析、関連企業との情報交換、関係部署との合意形成
等の検討過程についての伴走支援を行う。

• これらの成果を全国に普及・啓発し、文教施設に係る案件形成を推進する。

現状・課題

事業内容

 多くの文教施設が老朽化等の課題を抱える中、PPP/PFIは、公共施設等の整備・運営に民間事業者
の資金や創意工夫を活用することにより、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現する手法とさ
れている。「経済財政運営と改革の基本方針」、「PPP/PFI推進アクションプラン」等においては、スポー
ツ施設、文化・社会教育施設、大学施設を含む重点分野に対して、民間事業者の経営ノウハウを導
入し、施設のポテンシャルを最大限活かすため、基本的には公共施設等運営（コンセッション）事業の
活用を目指し、事業件数の上積みも視野に取組の強化を図ることとされている。

 施設の改修や運営手法の見直しを検討する文教施設は多くあるものの、コンセッション事業を含めて検
討することができている地方公共団体はごく僅か。必ずしも高い収益性が見込めない文教施設について
も、官民連携に係る専門的な知見に基づく伴走支援等を通じ、導入検討、案件形成の加速化を図
る。

手続導入検討
段階

調査検証段階
多様な
PPP/PFI
の実施

検証段階の案件を掘り起し、
案件の具体化の裾野を拡大

担当：文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）

令和７年度 令和８年度

６箇所 6箇所

令和７年度 令和８年度

5件 5件

伴走支援（専門家派遣）の数 勉強会等の開催数 令和８年度：コンセッションの具体化
計2５件

令和13年度：コンセッション等の具体化
計115件

※ スポーツ施設、文化・社会教育施設、大学施設においてコンセッション事業の活用に向けた具体化事業件数（令和4年度からの累積）

  令和８年度予算額 34,122千円）
（前年度予算額 31,569千円） 

委 託 先 PPP/PFI（コンセッション含む）分野の専門的な知見のあるコンサルタント事業者
支援対象 ６件程度（所管文教施設の運営手法を検討中の地方公共団体等）
※文教施設を中心とする複合施設やコンセッション導入事例の少ない施設種に係る検討など、先導性を有する案件を重視

支援内容（例）
・ コンセッション方式も含めた官民連携の導入に関する検討へのアドバイス
・ 関連企業との情報交換
・ コンセッション事業等の導入に関する勉強会等の開催 等

原則として５年間で少なくとも具体化すべき事業件数（５年件数目標）
を目標として設定し、取組の強化を図る。取組の強化に際しては、機構の
機能も活用・強化しつつ、関連施策を集中的に投入する。（中略）さらに、
令和１３年度までの１０年間で具体化を狙う野心的な事業件数のター
ゲット（事業件数１０年ターゲット）を設定し、案件形成の加速化を図る。

PPP/PFI推進アクションプラン （令和７年改定版）〔抜粋〕
（令和７年６月４日民間資金等活用事業推進会議決定）

・ 5年件数目標：スポーツ施設１０件、文化・社会教育施設１０件、大学施設５件
・ 事業件数１０年ターゲット：スポーツ施設40件、文化・社会教育施設35件、大学施設40件
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